
　令和２年９月１日～令和２年９月30日までに融資のお申込みをされた方

　令和２年10月１日（発表:令和２年９月29日）

○　融資の条件や手続については、「災害復興住宅融資（補修・鶴岡市利子補給型）のご案内」

　（パンフレット）又は当機構ホームページ（www.jhf.go.jp）をご覧ください。

年 0.00%

年 0.45%

〔年 0.44% 〕

〔　　〕内の金利は、改定前の金利です。

【災害復興住宅融資シミュレーション】

https://www.simulation.jhf.go.jp/saigai2/index.html

令和２年９月

災害復興住宅融資（補修・鶴岡市利子補給型）の 災害復興住宅融資
（補修・鶴岡市
利子補給型）

　金利のお知らせ

適用期間

次回の融資金利改定スケジュール（予定）

金利

無利子融資
（注１）・（注２）

（注２）毎月の返済額は、以下の計算式で求めることができます（１円未満の額は最終回の
　　　返済で調整します。）。
 
　　　　　　借入額　÷　（返済期間（年）　×　12（か月））

（注３）無利子融資の額を超える部分の融資をいいます。

（注４）毎月の返済額は、次ページの「100万円あたりの返済額（めやす）」により算出してい
      ただくか、当機構ホームページの災害復興住宅融資シミュレーションにより算出するこ
      とができます。

無利子融資を超える融資
（注３）・（注４）

（注１）鶴岡市が最長10年間の利息相当分を当機構に対して負担することにより、補修する
　　　住宅の被害の程度に応じ、次の額までの融資金利を０％とする融資をいいます。

 補修する住宅が一部損壊等の場合 ２００ 万円

 補修する住宅が全壊、大規模半壊又は半壊の場合 ３００ 万円

https://www.simulation.jhf.go.jp/saigai2/index.html


全期間 全期間

元金均等 年 元利均等 年

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

毎月払い 毎月払い

ボーナス払い ボーナス払い

無利子融資を超える融資 の100万円あたりの返済額

<元金均等返済>
１００万円あたりの返済額（めやす）

<元利均等返済>
１００万円あたりの返済額（めやす）

返済 融資金利 返済 融資金利

1 年
83,708

1 年
83,536

期間 0.45% 期間 0.45%

2 年
42,041

2

502,250 501,688

3 年
28,152

3

年
41,862

年
27,970

252,250 251,407

168,916 167,981

127,250 126,268
年

21,025
4 年

21,208
4

5 年
17,041

5 年
16,857

102,250 101,241

85,583 84,557
6 年

14,263
6

7 年
12,279

7

年
14,079

年
12,095

73,678 72,639

64,750 63,702
年

10,607
8 年

10,791
8

9 年
9,634

9 年
9,449

57,805 56,750

52,250 51,189
10 年

8,708
10

11 年
7,950

11

年
8,523

年
7,766

47,704 46,639

43,916 42,848
年

7,134
12 年

7,319
12

13 年
6,785

13 年
6,600

40,711 39,640

37,964 36,891
14 年

6,327
14

15 年
5,930

15

年
6,142

年
5,746

35,583 34,508

33,500 32,423
年

5,399
16 年

5,583
16

17 年
5,276

17 年
5,092

31,661 30,584

30,027 28,949
18 年

5,004
18

19 年
4,760

19

年
4,820

年
4,576

28,565 27,486

※　元金均等返済の場合は初回の返済額を示しています。

年
4,357

27,250 26,169
20 年

4,541
20





（令和２年４月現在）


